
1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年１２月 

聖 籠 町 教 育 委 員 会 
  

平成２８年度 
 

教育に関する事務の管理及び 

執行の状況の点検及び評価 
 

 

報   告   書 



2 

 

 
 
はじめに 

 

本町の学校教育においては、幼稚園・小学校・中学校の１２年間で一貫して子どもに

身に付けさせたい力を中核とする「１２年カリキュラム」のもと、学校・家庭・地域が

協働して「たくましく未来を切り拓く子ども」を育てる観点から、平成２８年度は年間

指導計画の見直しと重点的に指導するモデルプランを作成しました。また、学習環境の

整備としては小学校普通教室の冷房化などを行いました。 

社会教育においては、家庭や地域の教育力向上や、地域の活性化を図ることを目的と

した聖籠町生涯学習推進計画の５年目として、当該計画に示された基本方針を踏まえな

がら事業を展開しました。 

図書館活動においては、平成２７年度に作成した「子ども読書活動推進計画」に基づ

く子どもの読書活動への各種支援、調査・相談（レファレンスサービス）業務、展示や

サインの充実など利用しやすい環境づくり、所蔵資料を活用した各種事業の開催、ボラ

ンティアとの協働などに取組み、総貸出点数及び有効登録者数等図書館の利用向上を図

りました。 

 

本報告書は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、教育委員会の

権限に属する教育に関する事務の管理及び執行の状況について、教育委員会自らが点検

及び評価を行い、教育に関する学識経験者の意見を活用しながら作成し、その結果を公

表するものです。 

より分かりやすい報告書とするため、第４次聖籠町総合計画の施策の大綱で定められ

た体系ごとに、「施策の方向」として示されている事業の概要を整理し、その執行状況

を４段階で評価しています。 

本報告書が町議会及び町民の皆さんにとってわかりやすいものとなるよう、作成にあ

たっては、学識経験豊富な 岩田一郎様（元 亀代小学校 校長）からご意見をいただき

ながら、教育委員会で議論を重ねました。 

 

今後も、町教育委員会の事務事業に対してご理解を深めていただきますとともに、第

４次聖籠町総合計画に基づく教育分野に関する町の将来像である「学校・家庭・地域の

連携による教育力の向上」の実現に向け、一層のご支援とご協力を賜りますようお願い

いたします。 

 
聖 籠 町 教 育 委 員 会 
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１ 教育委員会の会議及び委員の活動状況 
 

(1) 教育委員会の定例会・臨時会の開催状況 

  教育委員会の会議は、定例会を 12 回、臨時会を 5回開催し、議案を審議しました。

また、聖籠町総合教育会議を 1回開催しました。 

会議名 日時 案件等 

教育委員会 

（臨時会） 

4 月 15 日(水) 

 

≪議案第 15 号≫ 

  職員の職場復帰の決定について 

教育委員会 

（定例会） 

4 月 27 日(水) 

 

≪承認第１号≫  

専決処分の承認を求めるについて 

（聖籠町社会教育委員の委嘱について） 

≪承認第２号≫ 

専決処分の承認を求めるについて 

（聖籠町公民館運営審議会委員の委嘱について） 

≪承認第３号≫ 

専決処分の承認を求めるについて 

  （聖籠町学校支援地域本部地域教育協議会委員 

の委嘱について） 

≪議案第 16 号≫ 

 聖籠町立図書館協議会委員の任命について 

≪議案第 17 号≫ 

 聖籠町就学指導委員会委員の委嘱について 

≪議案第 18 号≫ 

 聖籠町就学指導委員会専門員の委嘱について 

≪議案第 19 号≫ 

 聖籠町地域学校保健委員会委員の指名について 

≪議案第 20 号≫ 

 聖籠町学校給食運営委員会委員の委嘱について 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（定例会） 

5 月 25 日(水) 

 

≪議案第 21 号≫ 

 聖籠町スポーツ推進委員の補充委嘱について 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（定例会） 

6 月 24 日(金) 

 

≪議案第 22 号≫ 

 聖籠町文化芸術及びスポーツ大会等出場者激励

金交付要綱の廃止について 

≪議案第 23 号≫ 

 聖籠町教育委員会社会教育課補助金交付要綱の

一部改正について 

≪議案第 24 号≫ 

 聖籠町学校支援地域本部地域教育協議会委員の
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委嘱について 

≪議案第 25 号≫ 

 聖籠町就学指導委員会規則の一部改正について 

≪議案第 26 号≫ 

 聖籠町教育委員会事務決裁規程の一部改正につ

いて 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（定例会） 

7 月 27 日(水) 

 

≪議案第 27 号≫ 

 聖籠町文化財調査審議会委員の委嘱について 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（定例会） 

8 月 24 日(水) 

 

≪議案第 28 号≫ 

 就学援助の認定について 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（定例会） 

9 月 28 日(水) 

 

議案審議なし 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（定例会） 

10 月 26 日(水) 

 

≪承認第 4号≫ 

 専決処分の承認を求めるについて 

（聖籠町立学校における学校運営協議会委員の委

嘱について） 

≪承認第 5号≫ 

 専決処分の承認を求めるについて 

（聖籠町学校支援地域本部地域コーディネーター

の委嘱について） 

≪議案第 29 号≫ 

 就学援助の認定について 

≪議案第 30 号≫ 

 通学距離が 3 ㎞未満の生徒の聖籠中学校通学バ

スの利用について 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（臨時会） 

11 月 25 日(金) 

 

≪議案第 32 号≫ 

  職員の分限処分の決定について 

教育委員会 

（定例会） 

11 月 30 日(水) 

 

≪議案第 33 号≫ 

 聖籠町立学校管理運営に関する規則の一部改正

について 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（定例会） 

12 月 27 日(火) 

 

≪議案第 34 号≫ 

 新発田市立図書館、胎内市立図書館及び聖籠町
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立図書館の相互利用に関する協定書の締結につ

いて 

≪議案第 35 号≫ 

 学校事務共同実施危機管理マニュアルの策定に

ついて 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（臨時会） 

1 月 18 日(水) 

 

・中学校の現状報告について 

 

 

教育委員会 

（定例会） 

1 月 25 日(水) 

 

議案審議なし 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（臨時会） 

1 月 27 日(金) 

 

≪議案第 1号≫ 

  職員の分限休職処分の決定について 

総合教育会

議 

2 月 3 日(金) 

 

・平成 29年度教育予算について 

・平成 29年度における教育施策の推進について 

教育委員会 

（臨時会） 

2 月 17 日(金) 

 

≪承認第 1号≫ 

  専決処分の承認を求めるについて 

  （聖籠町いじめ防止基本方針の制定について） 

≪承認第 2号≫ 

  専決処分の承認を求めるについて 

  （聖籠町いじめ防止等対策委員会の運営等に関す

る規則の公布について） 

教育委員会 

（定例会） 

2 月 24 日(金) 

 

≪承認第 3号≫ 

 専決処分の承認を求めるについて 

  （聖籠町学校支援地域本部地域教育協議会委員の

委嘱について） 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

教育委員会 

（定例会） 

3 月 28 日(火) 

 

≪議案第 2号≫ 

 平成29年度育英資金貸与者の選考について専決

処分の承認を求めるについて 

≪議案第 3号≫ 

 聖籠町学校給食費の徴収に関する要綱の一部改

正について 

≪議案 4号≫ 

 平成 29年度聖籠町立こども園（幼稚園）の学級

数及び職員数について 

≪議案第 5号≫ 

 聖籠町立学校における学校運営協議会委員の委

嘱について 

≪議案第 6号≫ 
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 職員の職場復帰の決定について 

≪議案第 7号≫ 

 聖籠町学校支援地域本部地域コーディネータの

委嘱について 

≪議案第 8号≫ 

  聖籠町スポーツ推進委員の委嘱について 

≪議案第 9号≫ 

  聖籠町青少年育成員設置条例規則の一部改正に

ついて 

≪議案第 10 号≫ 

 聖籠町立図書館設置条例施行規則の一部改正に

ついて 

≪議案第 11 号≫ 

 聖籠町立図書館協議会委員の任命について 

 

◆その他：教育長行政報告、課長定例報告 

 

 

（２）その他の主な活動参加状況 

  ○関東甲信越静市町村教育委員会連合会総会及び研修会（5/27 東京都：稲田委員） 

  ○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会定期総会及び研修会（6/1阿賀野市：4名参加） 

○新潟県市町村教育委員会連合会総会研修会（7/15 加茂市：6名参加） 

○全国コミュニティスクール連絡協議会総会（7/28 秋田県由利本荘市：伊藤教育長） 

○町村教育長会研修会（10/24 湯沢町：伊藤教育長） 

○三市北蒲原郡教育委員会連合協議会研修会（11/7 新発田市：5名参加） 

○市町村教育委員会研究協議会（11/21～22 石川県：伊藤教育長） 

○市町村教育委員研究協議会（1/13 文部科学省：佐久間委員） 

  ○学校等教育機関への視察研修等実施 

   ・保育園・こども園・児童クラブ・児童館・小・中学校訪問（１７回） 

・こども園・小学校訪問会食（５回） 

・こども園・小・中学校の行事及び式典等への出席 

   ・社会教育事業等への出席（３回） 

   ・文化芸術事業等への出席（４回） 

   ・成人式への出席 等 
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２ 教育委員会の事務の管理及び執行の状況と評価 
 

(1) 評価の考え方 

教育委員会は、平成２８年３月に町が策定した「第４次聖籠町総合計画 後期基本

計画」を基本として、教育分野に関するまちづくりの将来像である「学校・家庭・地

域の連携による教育力の向上」の達成に向けて推進しています。 
併せて、国の教育方針（学習指導要領等）や本町における学校教育、社会教育など

の現状と課題を踏まえ、具体的な施策や事業の取組を推進しています。 
これらの施策や事業を効果的に推進するため、平成２８年度の町教育委員会の活動

について、前述の後期基本計画の体系における「施策の方向」の各項目に沿って、施

策の項目ごとに記載のある取組方針についての評価の状況をまとめ評価を行いまし

た。 
なお、評価にあたっては、以下の基準により、４段階の評価を実施しました。 

 
 

評価基準表 

評 価 評   価   基   準 

Ａ 
順調に達成している 

（施策・事業を順調に実施し、著しい成果が得られた） 

Ｂ 
おおむね順調に達成している 

（施策・事業を順調に実施し、ほぼ想定どおり成果が得られた） 

Ｃ 
達成に向けて課題がある 

（施策・事業を実施したが、想定どおりの成果は得られなかった） 

Ｄ 
施策や事業の見直しが必要 

（施策・事業を実施したが、ほとんど成果が得られなかった） 

評価は「Ｂ」を基準として、それ以外（Ａ・Ｃ・Ｄ）とする場合は、評価シートの

「課題または今後の方針」欄への記載にあたって具体的表現に努めています。
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(2) 教育推進の体系及び総合評価一覧  

第４次聖籠町総合計画 後期基本計画における教育推進の体系及び施策の項目につ

いての総合評価は以下のとおりとなっています。 

 

将来像 ⇒ 学校・家庭・地域の連携による教育力の向上 
施策の大綱 

(大項目) 
施策の方向 

(中項目) 
施策の項目 

総合
評価 

頁 

Ⅰいきいき
と学ぶ子
どもたち
の教育 

1 幼児期における教育の
充実 

(1) 幼児教育の充実 B 10 

(2) こども園の教育（保育）の理解 
B 12 

(3) 小学校や地域社会等との交流・連携 
B 13 

(4) 幼稚園教諭・保育士の資質の向上 
B 14 

(5) 豊かな教育環境の整備・充実 
B 15 

2 小・中学校教育の充実 (1) 確かな学力の確立を目指す教育 
B 16 

(2) 豊かな心と健やかな体を育てる教育 
B 18 

(3) 社会の変化に対応した教育 
B 22 

(4) 特別支援教育 
B 23 

(5) 信頼される学校 
B 24 

(6) 教育環境の整備・充実 
B 25 

3 奨学支援体制の充実 (1) 育英資金貸与事業 
A 26 

 
    

Ⅱ豊かな感
性の醸成 

1 生涯学習の展開 (1) 生涯学習の推進 
B 27 

(2) 図書館の充実 
B 29 

2 青少年健全育成の推進 (1) 健全育成体制の充実 
C 31 

3 文化の推進 (1) 文化の創造・遺産の保存 
B 33 
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(3) 施策の項目ごとの評価 

 1) 評価の構成 
  施策の項目ごとの評価シートは以下のような構成となっています。 

 

  

 
施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 １ 幼児期における教育の充実 施策の項目 (1) 幼児教育の充実 

 
A：順調に達成している     Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 

評価 

①  幼児期における教育・保育の重要性を再

認識し、一人ひとりの子どもをこども園・

家庭・地域で育てるという観点から、 各園

に地域の声を取り入れる場を設置し、 より

強固な協力・連携体制を構築します。 

 

・○○○○・・・  

 

 

②  通常保育料の無料化を含めた本町の子育

て支援は、あくまで「親と子がともに育

つ」・・・・ 

 

・△△△・・・・   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4次聖籠町総合計画 

後期基本計画で示す取組 

の方針 

取組方針ごと

の評価を踏ま

えて総合的に

評価 

（A～D 判定） 

取組方針ごと

の評価 

（A～D 判定）

（大項目）             (中項目) 
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 2) 項目ごとの評価 

 
施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 １ 幼児期における教育の充実 施策の項目 (1) 幼児教育の充実 

 

A：順調に達成している     Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  幼児期における教育・保育の重要性を再

認識し、一人ひとりの子どもをこども園・

家庭・地域で育てるという観点から、 各園

に地域の声を取り入れる場を設置し、 より

強固な協力・連携体制を構築します。 

・保護者会・愛児会、個別懇談などを開催した。 

 

・保護者アンケートを実施し声を把握した。 

(2 回 （後期計画 H32 設定目標値:2 回)) 

 

・上記を基に改善策を全職員で考えた事項を、アンケート

結果と併せて保護者へのフィードバックにより理解と協力

が得られ、連携体制の構築が図られた。 

 

・より地域の声を聴くため、老人クラブとの芋

ほり交流体験以外での交流機会の設定

や周知を工夫する。 

 

B B 

②  通常保育料の無料化を含めた本町の子育

て支援は、あくまで「親と子がともに育

つ」という教育的観点からの支援であるこ

とを再確認し、 親が家庭教育をより主体的

かつ積極的に行えるような施策を展開しま

す。 

・入園に向けた保護者会で通常保育料無料化の趣旨を説

明するとともに、預かり保育の実施による安心して就労で

きる環境整備に努めた。 

 

・生活習慣や躾に関するアンケート調査「はーとふるこみゅ

にけーしょんず」で、家庭の協力・支援状況を確認してい

る。 

 

・就労している保護者に対し、家庭で子ども

とのかかわりを十分持つことの重要性を、

今以上に説明し、親子のかかわりを積極

的に働きかけていく。 
B 

 

③  町やこども園を中心とした勉強会や講演

会などにより、親が「親として学ぶべきこ

と」を身につける機会を設け、 同時により

綿密な保護者同士の結びつきを促進し、安

心し希望を抱いて子育てを進められるよう

支援します。 

・親子交通安全教室・歯みがき教室、町愛児会連絡協議会

講演会、幼児の安全・健康・しつけ等の勉強会や情報交

換を行った。 

 

・クラス懇談、親の会等では、子育ての悩みを伝え合い聞き

合う場を設け、同じ悩みを持つ仲間という意識が高まり子

育ての安心感に繋げた。 

 

・仕事で余裕が持てない保護者が多いこと

から、開催回数の増ではなく、直面してい

る課題や関心のあるテーマ設定など、内

容の充実した勉強会や講演会を計画実

施していく。 
B 
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④  幼児教育を含め、小・中学校まで１２年

間を見通した「１２年カリキュラム構想」

を公表し、それを検証した上で、その実現

に努め、それに基づいて幼児教育を展開し

ます。 

・保護者会で「12 年カリキュラム構想」と園のグランドデザイ

ンによる教育活動を説明し、園と家庭の連携と協力をお

願いした。 

 

・クラス懇談会では学期ごとに「年間活動計画」の取り組み

状況と今後の取り組みを説明し、園内研修においても

「年間活動計画」の検証と見直しを行い成果の向上に努

めた。 

 

・アプローチプログラムとスタートカリキュラム

を作成し、情報を共有しながらスムーズな

園小接続に努める。 

B 
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 １ 幼児期における教育の充実 施策の項目 (2) こども園の教育(保育)の理解 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  保護者がこども園の教育内容や預かり保

育を理解して子育てを行うために、教育内

容や預かり保育の説明を十分に行います。 

 また、保護者同士の交流の場を設け、子

育てに関する相談や助言なども行います。 

・保護者会で、園のグランドデザイン（教育方針）や主な教育

内容を説明するとともに、学年ごと・学期ごとに個人懇談や

クラス懇談会と「園だより」を通じて周知を図った。 

 

・年間を通じて保健師や子ども家庭相談センターとも連携を

図り、一体的な相談支援になるよう努めた。 

 

・指導力向上のため職員研修が必要であ

ることから、実施できる人的時間的改善

に努める。 

  （例：研修職員の欠員対応のための臨

時職員やパート職員も含めたサポ

ート体制の整備） 

 

・預かり園児の増加に伴う職員数の確保と

クーラー等の施設環境整備に努める。 

 

B B 

②  地域ごとの親のニーズや預かりの形態に

配慮して、 さらに幼児教育と預かり保育の

充実を図ります。 

・通常保育担任と預かり保育担任の引継ぎ事項の確認と情

報共有により健康状態を把握するとともに、通常保育と延

長保育のつながりを大切にした幼児教育の質の確保と充

実に努めた。 

 

 

B 
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 １ 幼児期における教育の充実 施策の項目 (3) 小学校や地域社会等との交流・連携 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  こども園から小学校への教育が円滑に行わ

れるよう、教員間の日常的な情報交換や緊密な

交流、合同行事などによる幼児と児童との交

流、保護者の交流をさらに充実します。 

・相互参観や情報交換など計画通り園小連携が行われ、学

びと発達の連続性・継続性に配慮した取組ができた。 

 

・各こども園とも、５歳児だけでなく３、４歳児も小学校への接

続を意識して幼児教育を進めており、基本的な態度や姿

勢は期待する姿に成長している。 

 

・現状を確保しつつ、今後はアプローチ

カリキュラムの作成と、スタートカリキュ

ラムへの円滑な接続の取組みに努め

る。 

 

・小学校入学時の指導に関して園と小学

校との連携に努める。 

B B 

②  本町内にある特別養護老人ホーム「聖豊はす

がた園」や老人クラブなどとの多様な世代間交

流を推進します。  

 また、 小・中学生との異学年交流も行いま

す。 

・芋植え、芋ほり、焼き芋会で老人クラブの方とふれあうことに

より、年寄りの優しさや感謝の気持ちを抱くことができ、世

代間交流を図ることができた。 

 

・小学生との交流では入学を楽しみにすることや、憧れの気

持ちを持つことができた。 

 

・中学生との交流では、普段は余り身近に感じることが少な

い異世代交流であったことから、中学生に最初は戸惑い

感が見られたものの、相互に有益的な交流が図ることがで

きた。 

（中２年生総合「トライやる（職場体験）」） 

 

・世代間交流実施回数 

  (各園 13 回 （後期計画 H32 設定目標値:12 回)) 

 

 

B 

 

③  地域の人々が幼児の成長に関心を抱いて、地

域社会で幼児を見守り育てる機会を増やしま

す。 

・ 地域への呼びかけなどにより、園の行事に参加して園児と

交流を行っており、地域で子どもを育てる気運も感じられ

た。 

（呼びかけ例：バス停や公会堂に運動会等イベントのチラ

シ掲示、区長への案内等）   

 

 

B 
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 １ 幼児期における教育の充実 施策の項目 (4) 幼稚園教諭・保育士の資質の向上 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  園のグランドデザインなどから自己の課

題をしっかりと持ち、園内外の研究会・研

修会の実施と参加を計画的に行います。 

・園内研修では公開保育と実践例の持ち寄りの研修を行っ

た。(月 2 回) 

 

・下越教育事務所指導主事要請訪問では指導を受けたことを

職員で振り返ることで課題が見え、次につなげることができ

た。 

 

・上記により指導力向上に繋げることができ、特に若い教諭に

とっては大きな成果であった。 

                  

 

・介助員の研修として、特別支援学校の先生を講師に迎え、小

学校・中学校の介助員と合同に実施し、資質の向上に努め

た。(1 回) 

 

・十分な研修時間が保障されない中での研

修は職員の負担が大きいことから、下越教

育事務所要請訪問指導以外の効率的・効

果的な研修の工夫と自己意識の改革に努

めていく。 

 

・介助員研修のほか、担任と介助員との定期

的情報交換を検討する。 B B 
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 １ 幼児期における教育の充実 施策の項目  (5) 豊かな教育環境の整備・充実 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  安全で安心な教育と保育が受けられるよ

うに、 早急に施設の整備を行います。 

・計画的な施設改修を行い、また、緊急的な修繕等に対応

し、快適な教育環境の確保に努めた。（蓮潟こども園プ

ールサイドひび割れ修繕 など） 

 

・老朽化や教育環境の充実等に対応するた

め、優先度の高いものから、年次計画を作

成し、整備していく。 
B B 

②  各園にふさわしい預かり保育の環境の充

実を図ります。 

・蓮野こども園の預かり保育の部屋にエアコンを設置する

など、環境確保に努めた。 

 

・預かり保育の需要は増加傾向にあり、部屋

の確保やエアコンなど設備の充実等が課

題である。 

 

C 

 

③  幼稚園教育要領の趣旨に沿った教育をこ

れからも進めていくために、教育内容・方法

を確立し、弾力的な施設運営が行われるよ

うに環境を整備し、充実します。 

・各園で教育計画を作成し、幼児の発達や成長に応じた幼

児教育を進めるため、12 年カリキュラム構想による指導

の充実・改善、環境整備に努めた。 

・家庭配布する「簡易シラバス」をＰＤＣＡサイ

クルによる改善を行っている。 

 

・今後の園児数や教育内容に対応するため、

優先度の高いものから、年次計画を作成

し、環境整備していく。 

 

B 

 

④  「聖籠町子ども条例」に基づき、どのよう

な社会的・経済的環境の変化にも対応でき

る基礎を身に付けることができるよう育成

環境の整備・充実と教育計画の改善を図り

ます。 

・子どもを取り巻く環境の変化や多様化する教育（保育）ニ

ーズに対応するため、５領域による教育活動の充実や支

援体制の見直しに努めた。 

・子どもを取り巻く環境の変化や多様化する

教育（保育）ニーズに対応するため、教育

計画を見直し、円滑な小学校との接続シス

テムを充実させる。 

 

B 
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向  2 小・中学校教育の充実 施策の項目 (1) 確かな学力の確立を目指す教育 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  確かな学力の定着を図ります。そのため

に、学校での学習指導の改善に努めるとと

もに家庭学習の時間を確保し習慣づけるた

めの支援・情報提供及び小学校での放課後

学習クラブなどの充実に努めます。 

・全ての学校で県の Web 配信集計システムを活用したり、

学習指導を工夫するなどして、学習内容の定着に努め

た 

 

・算数・数学の少人数学習を行い個に応じた指導のための

教育環境を整えた。 

 

・NRT、全国学力学習状況調査などの結果から、定着が十

分でなかった原因を分析して指導の改善に繋げた。 

 

・校園長会で、各校の分析を共有し、小中の課題解決の共

有と連携に努めた。 

 

・家庭学習については、学年の発達段階に応じた内容と方

法を示すと共に、中学校区で一斉に行う家庭学習強調

週間を設定し取り組んだ。 

・経年変化で見ていくと、少しずつではあるが小中ともに平

均偏差値の上昇がみられる。 

 

全国標準学力検査（NRT）平均偏差値の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

・中学校では、目標年次での設定目標達成

に向けた取組の継続が必要である。 

 

・学習への意欲が全体的に伸び悩んでいる。 

 

・「子どもに学びが成立する」ための教師の授

業改革が一層求められている。 

 

・学年が上がるにつれ、メディアや情報端末

にかかわる時間が多くなる傾向にあり、プラ

ンニングタイムの質的定着と家庭との連携

を強化する必要がある。 

 

 

 

 

C B 

44.0

45.0

46.0

47.0

48.0

49.0

50.0

51.0

H24 H25 H26 H27 H28

小学校 中学校 目標値
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・Web 配信集計システムの数値は、小学校、中学校ともに、

年度中盤から後半は県平均以上の数値に上昇してい

る。 

 

②  中学校は、教科センター方式の成果と課

題を一旦総括した上で、必要に応じて改善

を図ります。 

・常に教科部会を設定できる環境にあり、共通の指導計画

モデルの工夫や進度、指導内容、定着状況などについ

て細かな打ち合わせができ、順調に推移している。 

 

･学級担任がそれぞれの教科指導室を起点

に授業を行うことが多いことから、学年部会

を設定しにくい環境にあるが、時間を工夫

して、朝や放課後、昼休みなどに学年部会

を設定することで解決しており、今後も継続

していく。 

 

・ＨＢ（ホームベース）と教科教室等における

生徒の過ごし方を見守る体制を確立する

必要がある。 

 

A 
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 2 小・中学校教育の充実 施策の項目  (2) 豊かな心と健やかな体を育てる教育 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  児童・生徒がともに生きる喜びを実感し

ながら、人を思いやる心や、地域への愛着

を深められるように、学校、家庭、地域、

公民館などが連携協力し、ボランティア活

動や社会体験の機会を多く創出します。 

・総合的な学習の時間を中心に地域資源を生かした体験

活動に取り組んだ 

 

・各教科や「道徳」の時間など様々な教育活動の中で「思

いやりの心」や「郷土愛」などについて学んだ。 

 

【小】 

・環境教育の一環として学校・地域・地元企業が協力し

た海岸清掃、町の振興局と協力した植樹際などに取

り組んだ。 

【中】 

・１年生総合「ボランティアスピリッツ」，２年生総合「トライ

やる（職場体験）」などで生き方や考え方を学んだ。 

 

・道徳の時間を核として社会性の育成の取

組に努める。 

 

・「特別の教科 道徳」の指導計画を作成

し、重点的指導内容が実効性のあるもの

となるよう準備を進める。 

 

・学校運営協議会などの外部の人材活用や

体験活動を推進する。 

B B 

②  いじめの防止や不登校の解消に向けて、

「フレンドルーム」や「こども家庭相談セ

ンター」などのサポート体制と機能を強化

し、家庭、保護者に対しての協力ＰＲやア

ドバイス ・情報提供などの支援を推進しま

す。 

・不登校児童と保護者に対して、町のスクールソーシャルワ

ーカーや保健士と連携を図りながら継続的に支援にあ

たった。 

 

【小】 

・不登校状態であった児童がフレンドルームに登校でき

るようになった。子ども家庭相談センターとのつながり

ができたことによるものと捉えている。                             

 

・不登校（30 日以上欠席した）児童生徒の割合  

       （設定目標値：県平均を下まわる）   

 

 

 

                           

                                         

 

・お互いに多忙ではあるが、学校・家庭・子

ども家庭相談センター・こども教育課・保

健福祉課・社会福祉協議会などが密に情

報交換を行い情報を共有して取り組み、

補完し合って機能させていくことが課題で

あり重要である。 

 

・「道徳」の時間を核として思いやりや豊かな

心、規則尊重、マナーなど社会性の育成

の取組に努める。 

 

・教科道徳の指導計画を作成し、実効性の

あるものとなるよう準備を進める。 

 

 

C 

 

0.00%

0.50%

1.00%

H24 H25 H26 H27 H28

小学校
県平均 町
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【中】 

・フレンドルーム、こども家庭相談係と学校の連携を密

にし、不登校生徒・保護者の支援にあたった。 

 

・定期的に学校職員がフレンドルームを訪問し、情報交

換をしながら、よりよい方策を相談しながら支援にあ

たった。 

 

・いじめの重大事態が発生した。（1 件） 

 

・不登校（30 日以上欠席した）児童生徒の割合 

    （設定目標値：県平均を下まわる）   

 

 

 

 

 

 

 

 

③  給食の食材への地場産農産物の活用を促

進することで、 生産者の苦労を感じ、感謝

する心を育てます。 

 また、食育を推進することで成長期の食

生活への理解や規則正しい食事の大切さへ

の認識を促します。 

【小】 

・県費栄養職員と給食センターの町費栄養士とが連携

を図りながら、全学校の全学年及びこども園で食育指

導を行った。 

 

【中】 

・抽出学年において食育指導を行ったことにより、給食

の時間に地域の食材と生産者名を聞くことで、感謝

の気持ちをもって給食を食べるよう促すことができた。 

 

・地場産農作物の安定確保に努める。 

 

 

B 

 

④  児童・生徒の豊かな心と知性を育むた

め、社会教育と連携し、国内外の高い評価

を受けているものや、芸術的質の高い音楽

や美術作品、舞台の鑑賞などの機会を提供

します。 

・社会教育課と連携し、芸術鑑賞教室を実施した。 

 

【小】 

・家庭学習と合わせて、家庭と連携した読書活動を推進

した。 

・今後も関係部署や関係団体との連携を密

に保っていく。 

B 

 

0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%

H24 H25 H26 H27 H28

中学校
県平均 町
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 また、学校図書の整備・利用を促し、読

書習慣を身につけるように支援します。 

 さらに、青少年に対する文化活動の支援

を強化します。 

・学校司書が、職員や児童の声を聞きながら図書館運

営に努めていたことにより、本の貸出量が増えた。 

 

【中】 

・学校司書と連携し全校朝読書を年４回実施し、「読書

が好きになった」とアンケートで答えた生徒が８５％に

上がった。 

 

・今後は、年間を通じて朝読書を実施することとなったこ

とで、より一層本に親しめると考える。 

 

⑤  児童・生徒の健やかな体と社会性を育む

ため、社会教育やスポーツ組織と連携・協

力し多様なスポーツ活動の促進を図りま

す。 

【小】 

・文化・スポーツ施設や社会教育機関・団体等環境が充

実しており、児童が盛んに利用していることから、

色々な施設で過ごしたり、様々な人と一緒に活動する

ことによって、社会的なマナーを覚えたり、人間関係

づくりの能力向上を促すことができた。 

 

・今後も関係部署や関係団体との連携を密

に保っていく。 

B 

 

⑥  児童・生徒が健全なモラルや規範意識を

形成し、 人間として価値のある生き方や考

え方を学ぶために、学校・家庭・地域の連

携により、適切に道徳教育やキャリア教育

を推進します。 

 また、 そのための環境整備を推進しま

す。 

・道徳の授業を保護者に公開した。 

 

・学校によっては学校運営協議会（地域・保護者）の方から

「道徳」授業に参加して頂き、人間関係作りについて意

見交換した。また、地域と一緒にこれからの「考え 議論

する道徳の授業」の研修を行い、共通理解を図った。 

 

【中】 

・「みらいを語る会」において、「ようこそ先輩」という企画

で、聖籠中学校出身の活躍している方から話を聞くこと

により、キャリア教育につなげた。 

 

・文化・スポーツ施設や社会教育機関・団体等の環境が

充実しており、児童が盛んに利用していることから、いろ

いろな施設で過ごしたり、様々な人と一緒に活動するこ

とによって、社会的なマナーを覚えたり、人間関係づくり

の能力向上を促すことができた。 

 

 

・「道徳」の時間を核として思いやりや豊かな

心、規則尊重、マナーなど社会性の育成

の取組に努める。 

 

・教科道徳の指導計画を作成し、実効性の

あるものとなるよう準備を進める。 

 

 

B 
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・生徒会を中心に様々な活動に取り組んだ。 

例）生徒玄関に不要物０カレンダーをつくり、持って

こなかった連続日数を掲示。（目標の５０日までは

届かなかったが、不要物をもってこないという雰囲

気は高まった。） 

 

【（こども園、）小、中】 

・ネット利用の約束事を児童生徒と保護者で一緒に考

え、それが守れたかを児童生徒と保護者で振り返っ

た。 

 

・家庭と連携をして、約束事を作り、振り返った。 
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 2 小・中学校教育の充実 施策の項目 (3) 社会の変化に対応した教育 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  社会の変化に対応し、国際理解教育、情報教

育、キャリア教育、環境教育、ふるさと教育、

外国語教育、ボランティア活動など、これから

の社会に活かすことのできる教育の充実を図り

ます。 

・全学校で、学校行事や学年行事にこれからの社会を生

きる子どもを育てるための様々な教育活動に取り組ん

だ。 

・たくましく未来を切り拓く子どもを育てるため

に有効と考えられる活動を学校・学年の行

事に取り込んでいくことに努める。 

 

・教師が、授業（教科）の中のどの内容と関係

するかを確認し、取り組む。 

 

B B 

②  協働による住民自治への意欲を高めるための

主権者教育や子ども議会などを進めます。 

【中】 

・現行の学習指導要領に基づき、教科や総合的な学

習の時間、特別活動等を通して住民自治や主権者

教育を着実に指導した。 

 

・学習指導要領の改訂や国・県からの各種通知等を注視

するとともに、本町の１２年カリキュラムでも指導内容や

指導方法について検討した。 

 

・子ども議会を 3 年ぶりに開催した。（8 月 22 日） 

(町への質問者：町内小中学生 計 12 人) 

 

・現在の取組を継続しつつ、さらに社会科や

総合的な学習の時間など、指導できる場面

を確認する。 

A 
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 2 小・中学校教育の充実 施策の項目 (4) 特別支援教育 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  ノーマライゼーションの理念から、障がいの

ある児童・生徒や保護者のニーズに応えるた

め、小・中学校での個別の指導計画の作成を通

じた、 特別支援教室と発達障害に対応した通

常学級内での指導体制の整備、 専門職員の増

員や町や医療機関・専門団体との密接な連携、

学校・家庭・地域への理解の促進と関係職員の

資質向上などによる就学指導・相談体制の充実

を図ります。 

・成長の記録や個別の指導計画を作成し、職員全体で共

有した。 

 

・支援が必要な児童生徒が安心して学習に取り組めるよ

う、違いを認め合う人間関係づくりに努めた。 

 

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど

からの専門的な視点からの情報を共有した。 

 

・配慮を要する児童生徒のほとんどは、発

達障害が疑われることから、早期支援の

ための介助員などの人的配置の充実に

努める。 

 

・UDL(学びのユニバーサルデザイン)の考

えにもとづいた授業改善についての職

員研修を、引き続き推進する。 

 

・校種間の情報共有をより綿密に行う。 

 

B B 
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 2 小・中学校教育の充実 施策の項目 (5) 信頼される学校 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  学校の運営を支える「ＰＴＡ」「学校運営協

議会」「学校支援地域本部」などの組織・団体

の活動を支援し、学校・家庭・地域の連携を推

進します。 

・組織体は、しっかり編成されており、情報交換を密に行い活

動も活発に行われている。 

（学校運営協議会開催・・・各小学校 8 回、中学校 7 回） 

 

・各組織・団体と連携を取り合い、学校運営を進めた。 

 

・地域学校協働活動を推進する聖籠町学校運営協議会が

文部科学大臣表彰を受けた。(12 月 8 日) 

・学校運営協議会などの外部の人材活用や

体験活動を推進する。 

 

・学校運営協議会は、学校関係者評価や学

校の教育活動への意見などをいただき「た

より」でも発信していることから学校や子ども

達の様子がより詳しく知られるようになった。     

                  

・積極的に委員になろうとする方が少ないこと

から、より継続的かつ持続可能な組織作り

に向けて検討する。 

 

・学校運営協議会と学校支援地域本部の取

組を地域学校協働本部としての体制への

移行に努める。 

 

A B 

②  学校運営に関してより幅広い層の町民及び行

政・教育関係者が一堂に会し、それぞれの立場

で意見・質問・要望などを直接交換できる場を

開設します。 

・学校に関わった地域住民や個別の組織との情報交換会を

行った。 

 

 

・各関係機関、関係者が「一同に会する機会」

を設定することが難しい状況にあるが、地域

教育協議会、サポーター交流会、合同学校

運営協議会など、合同で開催できる機会を

検討することが課題である。 

 

C 
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 2 小・中学校教育の充実 施策の項目 (6) 教育環境の整備・充実 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  豊かな教育環境が確保され、継続的な施設運

営ができるように施設の整備と充実を図りま

す。 

・各小学校の冷房設置や、老朽化に伴う山倉小学校フェンス

等の修繕や音響等の設備の修繕を実施し、充実に努め

た。 

（小学校冷暖房設備設置工事、蓮野小学校体育館スピー

カ修繕 ほか） 

・施設の老朽化に伴い、計画的な改修に向け

て、施設の改修計画を早急に作成する。 

B B 

②  児童・生徒が安全で安心な学習活動を行える

よう環境整備を図ります。 

・老朽化に伴う山倉小学校フェンスや火災報知機施設の修繕

を行い、安全確保に努めた。 

（亀代小学校ガス管更新工事、聖籠中学校空調設備ガス

漏れ修繕 ほか） 

 

・中学校の冬期間の登下校の安全確保のため、通学バスを

運行した。（利用者数（257 人）/全生徒（400 人）  利用率

64.3％） 

  

・通学距離が長く児童数が少ない集落児童の

通学の安全確保のため、公共交通等の利

用や支援体制を構築する。 

B  

③  「聖籠町子ども条例」に基づき、知識基盤社

会、情報化・グローバル化などの社会の変化に

対応できる「たくましく未来を切り拓く力をも

った子ども」の育成をするための教育環境等の

整備を図ります。 

 

・小学校のパソコン教室にタブレット機を 159 台導入するな

ど、今後の ICT 教育に対応できるよう情報機器の整備に

努めた。 

・国が進める電子黒板やタブレット機などを利

用したＩＣＴ教育の整備促進に対応するた

め、計画的な導入を検討する。 
B  
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施策の大綱 Ⅰ いきいきと学ぶ子どもたちの教育 施策の方向 ３ 奨学支援体制の充実 施策の項目 (1) 育英資金貸与事業 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  育英資金貸与事業が、経済状況の変動に応じ

て柔軟に対応できるようにします。また、育英資

金制度の周知徹底に努めます。 

・育英資金制度には成績基準を設けておらず、家計基準を

満たせば広く貸与の対象として柔軟に対応しており、この

基準を満たす申請者すべてに対し認定し、需要に応える

ことができた。 

（新規貸与決定者数：平成 27 年度：30 件、平成 28 年

度：26 件、平成 29 年度：29 件） 

 

・周知のため、町広報紙に確実に掲載した。 

(１回 （後期計画 H32 設定目標:2 回)) 

 

・「特定の学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書

の印紙税の非課税措置」の対象であることが文部科学省

から確認されたため、貸与の際に作成する「育英資金借

用証書」に係る印紙税を平成 29 年度申請分から非課税と

することができた。 

 

・ 育英資金制度については  毎年、町広

報紙に掲載しているが、本制度を必要とす

る者が確実に申請できるよう、さらに周知

方法について検討する。 

A A 
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施策の大綱 Ⅱ 豊かな感性の醸成 施策の方向  １ 生涯学習の展開 施策の項目 (1) 生涯学習の推進 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  幼児期・学齢期・青年期・壮年期・老年期の

それぞれの年代に応じた生涯学習を推進しま

す。 

・幼児期の子育て支援から成人式、高齢者の聖山大学まで

各世代に応じた事業を実施した。特に放課後子ども対策

の一環として実施した「週末体験くらぶ」には延べ 40 回、

509 名が参加した。 

 

・文化祭では、展示レイアウトを工夫したり、「ふるさと芸能歌

謡祭」への子どもたちの参加を促進しながら、幅広い年代

層に文化活動発表の機会を提供した。 

（1 日開催、来場者 3,348 名 文化祭参加者数 364 名

25 団体  ふるさと芸能歌謡祭出演者数 157 名、21

団体） 

 

・「お正月公民館まつり」（来場者 227 名）や「町スポレク祭」

（来場者 1,300 名）など他の主要事業も概ね順調に推移し

た。 

 

・青壮年期を対象とした事業や家庭教育支援

事業の少なさが課題となっているため、今

後は多忙な世代が学習活動に参加しやす

くなるような環境整備に努める。 

C B 

②  学校・家庭・地域・企業・ＮＰO などとの連

携強化と支援を推進します。 

・多くの事業で文化団体連絡協議会、女性団体、こども園、

学校など多様な主体と連携し、双方の協力・支援により事

業を展開した。 

 

・地域のサポーター（サポーター登録者 215 人、サポーター

活動延べ人数約 2,000 人）により行ってきた学校支援活動

は町内外で高く評価されている。 

 

・社会教育による「家庭教育」支援の必要性が

高まっているため、支援体制の整備が課題

である。 

 

・地域コーディネーター、サポーターなどの後

継者養成に努める。 

Ｂ 

 

③  住民のニーズ把握のために、定期的にアンケ

ート調査を実施、検証の上、継続して事業の改

善を行っていきます。 

・概ねすべての事業において、事業終了後にアンケート調査

を行った。 

 

・参加者、協力者からも聴き取りを行い、次年度に向けた事

業の検証を行った。 

・スポレク祭や文化祭などの大規模な事業で

はアンケート回収率が低く（10％以内）、回

収率の向上に向けた工夫に努める。 

 B 
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④  「芸術・スポーツ文化のまち」として、生涯

学習活動の活性化を図るため、優れた技能を有

する町民を対象に幅広く支援できる仕組みをつ

くります。 

 また、 研修等の機会を提供しながら指導者や

支援者の育成に努めるとともに、新たな学習参

加者の増加を目指し、社会教育だよりでの啓発、

定期利用団体との連携を進めます。 

・文化祭・スポレク祭などの大規模な事業だけでなく、「聖山

大学」、「週末体験くらぶ」などの事業においても、文化団

体やスポーツ団体、趣味のサークル団体等と連携・協力し

ながら学習機会と場を提供した。 

 

・生涯学習活動団体数 

 

 

 

 

                     

 

 

 

・指導や支援できる新たな人材発掘には至っ

ていないため、人材の発掘、育成に努め

る。 

 

・主に文化系団体の愛好者の減少が生涯学

習団体の減少につながっているため、「週

末体験くらぶ」など子どもとふれあう機会を

積極的に利用して後継者育成に努めたり、

社会教育だより等を利用してサークル紹介

をするなど、愛好者を増やすための方策を

検討する。 

B 

 

⑤  「町生涯スポーツ推進計画」に基づき、取り

組みが遅れていたスポーツ指導者の育成、 障が

い者スポーツなどの分野も強化していきます。

また、スポーツ関係団体、総合型地域スポーツ

クラブの支援を継続し、スポーツ文化を形成し

ます。 

 

・障がい者スポーツについては、１０月に県フライングディスク

大会や、知的障がい者のサッカー大会を招致したり、スポ

レク祭において、卓球バレーなど障がい者・健常者ともに

楽しめるレクスポーツの試行などに取組んだ。 

 

・指導者の育成については、指導者の登録制

度の導入など、町民の学習ニーズに応える

ための体制づくりを検討する。 

 B 

 

⑥  多様化する住民ニーズを把握し、 行政と町民

との協働が促進されるよう、 ボランティアの育

成に努めます。 

・学校支援地域本部事業については、２００人を超える登録

サポーター（無償ボランティア）が事業に協力しており、順

調に推移している。 

・学校支援地域本部事業に特化したボランテ

ィア登録を、社会教育事業全般に拡大し、

社会教育事業における町民との協働体制

の促進を図りたい。 

 

・ボランティア養成講座等を開催し後継者を養

成することに努める。 

 

B 
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目標値:110 団体 
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施策の大綱 Ⅱ 豊かな感性の醸成 施策の方向  １ 生涯学習の展開 施策の項目 (2)  図書館の充実 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  子どもたちの心を豊かに育み、また生涯学習

時代における「地域社会の情報拠点」として

「だれでもが学び、培い、集い、情報を活用で

きる、暮らしの中の図書館」というコンセプト

に基づいて、平成 26 年度に新たに整備された

図書館の充実に努めます。 

 

・平成 28 年度の利用は、入館者数が 91,598 人（前年度比

12.0％増）、総貸出点数が 152,757 点（前年度比 9.5%増.

人口 1 人あたり 10.8 点）、年間有効登録者が 3,598 人

（前年度比 3.8%増）といずれも前年度比で増加している。 

 

（参考） 

新発田市立中央図書館の駅前複合施設への移転準備

に伴う休館：平成 28 年 3 月 1 日～7 月 2 日 

 

・施策目標である人口 1 人あたりの図書貸出

点数は平成 32 年度目標値 6.5～7.0 点を

超えている。有効登録者数の割合は 25.3％

であり、まだ図書館を利用したことのない町

民の方も多いと思われるため、各種事業の

実施を通じて、新たな利用者の発掘に努め

る。 

A B 

②  各種図書・資料、新聞、雑誌などの従来型の

情報資料に加え、ＩＣＴ、デジタルメディアに

よる、文化的質や社会的評価の高い情報資料の

充実にも努めます。 

・雑誌及びＤＶＤ、ＣＤ等の視聴覚資料を収集し、幅広い蔵

書構成となっている。 

 

・新聞記事データベースの活用がレファレンスの充実につな

がっている。 

 

・引き続き幅広く蔵書の充実に努める。 

B 

 

③  聖籠町の特色である、近郊農業や果樹栽培、

新潟東港に関連する地域資料の充実に努めま

す。 

・果樹栽培等については利用者のレファレンスに応じながら

蔵書の充実に努めている 

 

 

・今後新潟東港立地企業関係の資料の充実

が求められる。 
C 

 

④  一般開架スペースのほか、年代・用途別の分

類スペース、タイムリーで話題性のあるコーナ

ーの設置、インターネット検索用端末、会議

室、ボランティア室など施設の有効活用を図り

ます。 

 また、こども園や小・中学校と連携し、家庭

や地域との協働によって幅広く町民のボランテ

ィアを受入れ、図書館の運営と機能の充実に努

めます。 

・テーマ展示・コーナー展示を計 100 回実施し、多くの資料

提供を行った。図書館ボランティア団体が作成した展示物

と司書による多様な資料の展示が貸出増につながったと

考える。 

 

・読み聞かせのボランティア団体の活動と各学校・こども園と

連携して行っている図書館訪問事業で 2,208 名の参加者

に読み聞かせを行ったことが、今後の図書館利用へのき

っかけづくりにもなっている。 

 

・引き続き館内各施設の有効利用を図る。 

 

・学校、こども園、ボランティアと連携・協働し、

図書館の運営と機能の充実に努める。 

B 
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⑤  「聖籠町子ども読書活動推進計画」に基づ

き、子どもたちの読書環境づくりを推進しま

す。 

・児童図書の充実に努め、子どもと本をつなぐ各種事業を実

施することにより、子どもたちの読書環境づくりを行った。 

 

・児童図書貸出冊数は 69,068 冊（前年度比 10.4%増）、0～

18 歳貸出利用者数は 7,514 人（前年度比 7.6%増）、児童

図書蔵書冊数は 46,645 冊（前年度比 4.5%増）、おはなし

会参加者数は 716 人（前年度比 14.0%増）となっている。 

 

・引き続き関係機関、団体等と協力して子ども

の読書環境づくりに努める。 

B 

 

⑥  図書館の会議室を活用した講座や研修会等を

開催し、新たな生涯学習の機会を提供します。 

 

・歴史講座、ヨガ講座等のイベントを開催し新たな利用者の

増加につなげた。 

・引き続き各種講座等イベントを開催すること

により新たな生涯学習の機会を提供する。 B 

 

⑦  専門的知識を有する職員を配置するととも

に、研修などに参加し、また、自己研修に励ん

で、資質の向上に努めます。 

 

・職員間でのレファレンス事例の共有、研修会への参加（館

内外 18 回）を行うとともに自己研鑽に努めた。 

・引き続き職員間でのレファレンス事例の共

有、研修会への参加等により職員の資質向

上に努める。 
B 
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施策の大綱 Ⅱ 豊かな感性の醸成 施策の方向 2 青少年健全育成の推進 施策の項目 (1) 健全育成体制の充実 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  青少年健全育成会などとの協力で、情報提供

や地域社会の環境整備に努めます。 

・青少年育成員の協力により、有害図書等調査を行い、県と

の情報共有と連携体制を確認し、青少年の非行防止に資

するための環境実態の把握に努めている。 

 

・子ども１１０番マップを毎年度末に見直し、年度当初に新入

学児童と併せて全小学生に配付している。 

 

・青少年健全育成講演会参加者数 

 

 

  

 

                    

 

 

・ＳＮＳやいじめの問題など、新たな青少年課

題に対応するための情報提供に努め、研修

会や調査活動などを通じて新たな取り組み

を検討する。 

 

・平成 27年までは民生委員や保護司など
と連携・協力して講演会を行ったが、28
年度は聖籠中学校との共催事業で、中
学生をカウントからはずしたことで参
加者数が一時的に減となった。 
今後は、関係者だけでなく、行政区長
など地域全体で健全育成を考える講演
会の企画を検討する。 

C C 

②  放課後や休日における子どもたちの体験活動

の機会拡充に努めます。 

・放課後や休日に子どもたちが集えるよう、社会教育施設の

定期開放を行い、子どもたちの放課後活動の受け皿とし

ている。 

 

・社会教育事業の「週末体験くらぶ」では、自然体験、工作

等 40 事業を実施し、延べ 509 名の子どもたちが参加し

た。 

 

・放課後子ども対策（週末体験くらぶ）の参加者数 

 

 

 

 

                    

 

 

・平成 28 年度の参加者は、天候不順などの関

係で事業数を少なくしたため一時的に落ち

込んだが、例年参加者は700人程度で推移

している。 

 

・今後、800 人の参加を目指し、学校や社会

教育だより等を利用した子どもたちへの

周知に努め、参加者数が増えるような企

画の工夫に努める。 

 

A 

 

 

830
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③  保護司、民生委員児童委員、スクールソーシ

ャルワーカーなどとの協力や行政組織等の横断

的な連携を強化し、若者の自立支援に努めます。 

・青少年健全育成町民会議や地域教育協議会など一部で、

民生委員児童委員等の意見を求める場を設定している

が、行政組織や関係機関を横断的に網羅し、若者の自立

支援を推進する組織の構築には至っていない。 

 

・保健福祉課、町民課、社会福祉協議会など

と子ども・若者を含めた家庭教育支援、若

者の自立支援に係る情報交換・意見交換の

場を設け、組織横断的な連携体制を検討

することが課題となっている。 

 

D 

 

④  青少年健全育成町民会議をはじめ関係組織間

での情報共有を図るとともに学校・家庭・地域

との連携を推進し、広範囲にわたる非行防止ネ

ットワークの構築に努めます。 

・青少年健全育成町民会議では、各地区の区長、学校関係

者、子ども会等の代表者による情報交換を行い、非行の

防止び非行事案が発生した場合の対処方法等の共有化

を図ってきた。 

 

・多様な団体からの構成、構成員の数の多さなどから、意見

の集約が困難になっていたので臨時総会を開催して定数

の見直しを行い、新たな課題に対応し、独自の取り組みを

行うための活動しやすい組織体制を構築した。 

 

・青少年健全育成町民会議の組織改編を行っ

た。主要な構成員である「青少年育成員」の

意見を集約しながら、ＳＮＳ問題はじめメディ

アコントロールなど、時代に対応した青少年

問題について研修会などを行うとともに、今

後の対策を検討することが課題である。 
C 
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施策の大綱 Ⅱ 豊かな感性の醸成 施策の方向 ３ 文化の推進 施策の項目 (1) 文化の創造・遺産の保存 

 
A：順調に達成している    Ｂ：おおむね順調に達成している 

Ｃ：達成に向けて課題がある Ｄ：施策や事業の見直しが必要 

取組方針 実施状況（成果） 課題または今後の方針 評価 
総合 
評価 

①  町民に多様な文化体験の機会を提供していく

とともに、 その機会の周知に努めます。 

・文化会館自主事業の一環として、多様な種目の演奏家や

アーティストの公演、幼児・小中学生を対象とした鑑賞事

業を実施した。 

 

・実施に際しては、ポスターや新聞などのマスコミ 

媒体や、町ホームページなどを通じて、町内外に周知を

図った。 

 

・文化会館事業の来場者数 

 

 

 

 

                    

 

 

・クラシックや演劇などの催し物では、十分な

入場者数が確保できないため、安定的に集

客が見込めるジャンルに演目の選定が偏っ

ている。今後は町民への周知を図るなど、

安定的に来場者を確保し、多様なジャンル

の鑑賞機会の提供に努める。 

 

B B 

②  本町の誇れるものを見つけ出し、継続、発展し

ていくように努めます。 

・町史編さん資料の再確認や町文化財審議会委員を始めと

した町民等への聴き取りを行いながら、町で埋もれている

文化遺産がないか継続的に調査している。 

 

・町文化財審議会委員に限らず、町民の多様

な意見・情報を収集しながら、継続的な調

査に努める。 
B 

 

③  町民の芸術文化活動の支援を図り、発表の機

会・場の充実に努めます。 

・文化団体連絡協議会へは奨励金を交付し、活動支援を行

っている。 

 

・成果発表の場としては、文化祭、音楽祭、聖ロックなどを定

期的に開催し、安定的に発表の場を提供している。 

 

・文化団体については、全般的に高齢化、担

い手不足が深刻になっており、新たな担い

手の発掘・支援が課題となっており、取組方

策を文化団体とともに検討する。 
C 
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④  文化的遺産の保存管理、さらには施設などの

把握と支援保護の体制づくりの推進に努めま

す。 

・町指定文化財には、施設維持・保護のための管理補助金

を支出し、適正保存を奨励している。 

 

・文化財管理者とは適宜連絡を取り、維持管理上の問題把

握に努めている。 

・有形文化財の維持管理には補助金では賄

いきれない多額な経費負担が必要な場合も

あるため、補助金の交付以外にも、適正で

効率的・効果的な保存について県などの助

言を仰ぎながら管理者とより連絡を密にする

よう努める。 

 

B 

 

⑤  本町の民俗資料館に漁村・農村の過去の歴史

を保存し、 興味を持って過去から学べるように

努めます。 また、 資料の収集、保管、展示及び

調査研究にあたるための専門員の配置を検討し

ます。 

・民俗資料館は、町民から興味を持って学んでもらえるよう、

定期的に展示替えを行っている。 

 

・専門員を常置していないことから専門的な調査研究は独自

に行えないが、他業務と並行して収蔵資料の整理を行っ

ている。 

 

・民族資料館利用者数 

 

 

                    

 

 

 

 

・民俗資料館に隣接して町立図書館もあり、今

後文化的拠点施設としての重要性が増すも

のと考えられることから、民俗資料館の資料

調査研究体制を整え、図書館と連携しなが

ら、民俗資料の収集・保管・展示に努める。 

 

・平成２８年度には、町内外の方から資料館に

親しんでもらえるようパンフレットを作成し

た。 

 

B 

 

⑥  本町の文化・伝統の継承・創造・発展の担い手

を地域で支え育てる体制づくりを推進し、支援

します。 

・亀塚練馬や蓮潟神楽など、地域で育んでいる文化伝統活

動には補助金を交付するとともに、公民館などで披露の場

を設けたり、冊子等で広報を行っている。 

 

・町の有形・無形の文化財を後世に継承するため、小学校

で、町の歴史や文化財等に関するアウトリーチ事業を実施

している。 

 

・無形文化財など地域で育んでいる伝統行事

では後継者不足が深刻になっているため、

地域と連携しながら後継者確保のための支

援に努める。 
B 
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民俗資料館利用者数 人

後期計画 H32 設定 
目標値:500 人 
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園児・児童・生徒数の推移 
【各年次 ５月 1 日現在】 
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（単位：人）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合 計

970 1,425 805 1,444 956 1,101 1,905 4,062 1,831 1,461 2,090 1,362 19,412

41 47 81 35 56 51 47 108 87 49 106 155 863

592 640 706 730 570 937 571 439 511 221 403 443 6,763

2,291 2,045 2,183 2,198 1,879 1,960 1,940 2,028 1,800 1,870 2,211 2,186 24,591

※上段はナイター
0 0 71 0 60 0 60 0 0 0 0 0 191

40 208 367 515 120 361 733 204 0 0 0 0 2,548

78 72 172 178 180 30 171 180 0 0 0 0 1,061

※上段はナイター
0 0 0 107 253 246 19 0 0 0 0 0 625

225 193 160 1,228 6,501 1,352 1,022 192 0 0 0 0 10,873

68 135 126 96 126 77 273 38 0 0 0 33 972

※上段はナイター
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※上段はナイター
63 65 99 93 119 78 40 6 0 0 0 0 563

603 743 596 479 730 562 607 185 12 7 0 247 4,771

245 129 113 1,160 133 104 2,272 255 338 251 194 328 5,522

亀代地区多目的屋内運動場 100 153 118 168 88 98 250 227 232 248 382 261 2,325

1,111 444 480 1,539 450 479 447 621 555 684 731 741 8,282

414 230 175 340 188 270 426 662 607 574 675 493 5,054

317 244 224 354 184 349 242 515 604 520 581 228 4,362

414 391 345 437 391 368 414 391 161 299 3,611

269 237 458 342 415 298 296 332 265 319 313 56 3,600

440 440 420 440 462 651 483 441 168 336 4,281

142 179 134 516 220 179 174 236 216 183 180 183 2,542

135 150 120 150 120 120 112 112 56 84 1,159

471 357 516 368 452 404 493 438 450 660 528 611 5,748

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9,029 8,527 8,469 12,917 14,653 10,075 12,997 11,672 7,893 7,047 8,394 8,046 119,719

体育館

藤寄体育館

学
校
体
育
施
設

体育館・柔剣道場

グラウンド

グラウンド

合　　　計

施　設　名

アリ－ナ

個人使用
町
民
会
館 柔剣道場

トレ－ニングル－ム

テ
ニ
ス
コ
｜
ト

ふれあい広場

ス
ポ
ア
イ
ラ
ン
ド

聖
籠
中

亀
代
小

山
倉
小

会館前

グラウンド

蓮野地区多目的屋内運動場

山倉地区多目的屋内運動場

グラウンド

体育館

グラウンド

体育館

平成28年度　聖籠町体育施設使用状況一覧表

役場前

野
球
場

聖籠野球場

次第浜球場

蓮
野
小
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合 計

251 900 242 702 261 448 168 206 426 283 403 267 4,557

33 131 52 142 65 273 45 53 39 187 44 52 1,116

第２・３会議室 79 57 121 238 106 249 122 128 71 46 92 135 1,444

和室 37 77 44 210 56 277 104 78 134 111 182 100 1,410

153 221 232 299 283 164 213 168 201 186 194 291 2,605

553 1,386 691 1,591 771 1,411 652 633 871 813 915 845 11,132

162 306 314 348 310 283 258 308 196 216 289 253 3,243

30 40 30 40 30 30 40 30 30 30 40 40 410

0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30

192 346 344 388 340 313 298 338 256 246 329 293 3,683

学習室１ 192 193 322 225 157 171 161 169 184 173 149 389 2,485

学習室２ 205 106 131 72 50 66 114 90 86 71 91 60 1,142

学習室３ 86 80 77 66 58 110 114 82 80 52 69 67 941

学習室４ 97 125 139 69 75 50 87 52 49 49 42 29 863

学習室６ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 63 84 73 99 73 192 235 169 177 204 206 1,638

25 2 39 21 0 0 0 22 0 161 52 2 324

668 569 792 526 439 470 668 650 568 683 607 753 7,393

44 44 55 66 55 44 50 55 33 50 88 99 683

1,457 2,345 1,882 2,571 1,605 2,238 1,668 1,676 1,728 1,792 1,939 1,990 22,891

755 280 2,037 3,298 980 550 3,515 3,302 452 347 1,443 2,925 19,884

7,857 7,549 9,667 9,184 9,138 8,363 7,544 7,814 6,043 6,064 5,591 6,784 91,598

143 130 136 107 139 126 145 170 153 95 120 130 1,594

10,212 10,304 13,722 15,160 11,862 11,277 12,872 12,962 8,376 8,298 9,093 11,829 135,967

※結いハート聖籠　学習室６・７使用禁止（消防法により３階部分が使用禁止）

藤寄地区公民館  ④

小　計　②

　　　       平成28年度　聖籠町社会教育施設使用状況一覧表　        （単位：人）

小ホール

和室

調理室

Ａ　合計（=①＋②＋③＋④）

施　設　名

小ホール

第１会議室

多目的ホール

公
民
館

小　計　①

学習室７

亀

代

地

区

公

民

館

Ｄ　蓮のギャラリー

青少年交流センター

総 　合　 計（＝A+B+C+D)

　小　計　　　　③

Ｃ　図書館

Ｂ　文化会館ﾎｰﾙ･ﾎｱｲｴ

結
い
ハ
｜
ト
聖
籠

民俗資料館
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新潟県民会館アウトリーチ事業
「春のジョイントコンサート」

ホール 3月18日（土） 1,000円 162 1

太鼓フェスティバルin聖籠vol.8 ホール 3月5日（日）
前売1,200円
当日1,500円

569 1

幼児鑑賞事業
影絵「スイミー」公演

ホール 11月11日（金）
幼児:500円
一般:1,000円

298 1

三山 ひろしコンサート公演 ホール 3月12日（日）
前売5,000円
当日5,500円

1,348 2

平成28年度　文化会館自主事業実績表

合計事業（催し物）本数
10本

5,379
12回
10日

1第26回　町音楽祭 ホール 11月19日（土）

SEIROCK　4tｈ ホール 2月26日（日）

873 2

無料 302 1

無料 286

1

ホール 6月14日（火） 中学生（一般）:1,000円
小学生以下:500円

小学校鑑賞事業
演劇「ヘレン・ケラー」公演

ホール 7月7日（木）
小学生:500円
一般:1,000円

無料 410 1

ふるさと芸能歌謡祭 ホール 11月3日（木・祝） 無料 710

1中学校鑑賞事業
「1966ｶﾙﾃｯﾄ　ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙｽﾞ ｸﾗｼｯｸｽ」公演

421

公　　演
回数（回）

事業名（催し物の名称） 会場 開催月日（曜日）
入場料

（単位:円）
入場者数
(単位:人)

第27回　さくらんぼの里民謡の祭典 ホール 6月12日（日）
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図書館年度別入館者数             

項  目 25 年度 26 年度 27 年度 28 年度 備  考 

総   数 33,176 62,139 81,779 91,598 (人) 

前年度対比 +1,670 +28,963 +19,640 +9,819 (人) 

開 館 日 数 286 232 282 287 (日) 
日平均入館者 116 268 290 319 (人) 
月平均入館者 2,765 6,214 6,815 7,633 (人) 

 
          

図書館年度別貸出点数及び蔵書点数 

年 度 

 

貸 出 点 数 （冊数） 1 人当たり 

貸出点数 蔵書点数（冊数） 
全 館 （本 館） （移動図書館） 

23 年度 76,357 68,918 7,439 5.4 115,914（ビデオ 11） 

24 年度 80,161 72,901 7,260 5.6 120,327（ビデオ 11） 

25 年度 82,342 72,925 9,417 5.8 124,702 （AV 103）  

26 年度 99,511 95,508 4,003 7.0 127,829 （AV 259） 

27 年度 139,566 132,956 6,610 9.8 133,656 （AV409） 

28 年度 152,757 144,017 8,740 10.8 139,987 （AV553） 

※人口： 14,204 人（平成 29年 3月末） 

 

 
平成 28 年度 図書館指標 

項   目           指  標 内        容 

貸 出 密 度 10.8 点 人口１人当たり貸出点数 

実 質 貸 出 密 度 42.5 点 登録者１人当たり貸出点数 

平 均 貸 出 点 数 4.6 点 貸出点数 ÷ 貸出人数 

蔵 書 回 転 率 1.0 点 貸出点数 ÷ 蔵書点数 

登 録 率 25.3% 有効登録者数÷人口×100 

1 人当たり蔵書点数 10.5 点 蔵書点数 ÷ 人口 

1 日当たり貸出点数 532.3 点 貸出点数 ÷ 開館日数 

1 日当たり貸出人数 116.2 人 貸出人数 ÷ 開館日数 

1 人当たり 

税の還元率 
19,316 円 

(図書等の平均単価×貸出点数－図書館費H28決算額)

÷人口＊図書等平均単価は 28 年度購入金額÷購入点数（実績） 

※人口： 14,204 人（平成 29年 3月末） 
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○ 本報告書作成にあたりご指導いただいた学識経験者 
氏 名 備  考 

岩 田 一 郎 様 元 亀代小学校 校長 

   
 
○ 聖籠町教育委員会名簿  

＜教育委員＞                       

職  名 
平成 28 年 10 月 31 日現在 平成 28 年 11 月 1 日現在

氏   名 氏   名 

教  育  長 伊 藤 順 治 伊 藤 順 治 

委員（教育長職務代理者） 稲 田 健 一 稲 田 健 一 

委    員 伊 藤 惠美子 根 津 慶 幸 

委    員 根 津 慶 幸 髙 崎 美由貴 

委    員 髙 崎 美由貴 佐久間 千 都 
 

 
  



- 43 - 

 

 
 
 

 ○地方教育行政の組織及び運営に関する法律  （抜粋） 
(昭和 31 年法律第 162 号)  

 

(教育委員会の職務権限) 

第 21 条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に

掲げるものを管理し、及び執行する。 

(1) 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以

下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。 

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する財産(以下

「教育財産」という。)の管理に関すること。 

(3) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の

任免その他の人事に関すること。 

(4) 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び

退学に関すること。 

(5) 教育委員会の所管に属する学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指

導及び職業指導に関すること。 

(6) 教科書その他の教材の取扱いに関すること。 

(7) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 

(8) 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。 

(9) 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、

厚生及び福利に関すること。 

(10) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の環境衛生に関するこ

と。 

(11) 学校給食に関すること。 

(12) 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。 

(13) スポーツに関すること。 

(14) 文化財の保護に関すること。 

(15) ユネスコ活動に関すること。 

(16) 教育に関する法人に関すること。 

(17) 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。 

(18) 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する

こと。 

(19) 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関

する事務に関すること。 

 

 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第 26 条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第一項の規定により教

育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第四項の規定によ

り事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況につ

いて点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出

するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験

を有する者の知見の活用を図るものとする。 
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平成 28 年度 
教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検並びに評価 報告書 
 
 

平成 29 年 12 月 

編集・発行 聖籠町教育委員会 

 

本報告書についての問い合わせ先 

   ○子ども教育課 

     〒957-0192 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山 1635 番地４ 

 ☎ 0254-27-2111 Fax 0254-27-2119 

         E-mail  e-gakkou@town.seiro.niigata.jp 

    

○社会教育課 

〒957-0117 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山 1280 番地 

 ☎ 0254-27-2121 Fax 0254-27-7976 

         E-mail  e-syakai@town.seiro.niigata.jp 

 

   ○聖籠町立図書館   

〒957-0117 新潟県北蒲原郡聖籠町大字諏訪山 1560 番地 1 

☎ 0254-27-6166 Fax 0254-27-6167 

         E-mail  info@lib-seiro.jp 

 


